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2027年1⽉ 2⽉ 3⽉

※平成26 年10 ⽉より、毎週木曜日を「被害者援護促進の日」として、全ての支所において被害者援護業務に積極的に取り組んでおります。ナスバ
の全50 支所のうち、各主管支所及び神奈川・千葉・埼⽟支所の12支所を除く38支所においては、「被害者援護促進の日」には支所内での適性診
断を休診とさせていただき、職員が一丸となって被害者援護業務に取り組んでまいります。

7⽉ 8⽉ 9⽉

10⽉ 11⽉ 12⽉

2026年度（R8年度）第⼀・第三土曜日の開業について
【沖縄支所除く】

　当機構の各支所（沖縄支所除く）の第一及び第三土曜日の開業日を以下のとおりお知らせいたします。なお、開業した
土曜日に代わる休業日は、原則、翌週⽉曜日（祝日の場合は⽕曜日以降）とさせて頂きます。ご理解とご協⼒をお願い
申し上げます。
　また、各支所の開業時間は8︓30〜17︓15となっております。

︓開業日 ︓休業日
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